
平成１８年１１月２０日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社夢真ホールディングス  

代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 佐藤 眞吾  

（コード番号 ２３６２ 大証ヘラクレス） 

問 合 せ 先 執行役員経理部部長 島田 健司 

（ＴＥＬ   ０３－３５８０－５４３４） 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は平成１８年１１月２０日開催の取締役会において、平成１８年１２月２０日開催の当社

第２８回定時株主総会に、下記のとおり定款一部変更議案を付議することを決定いたしましたの

でお知らせいたします。 

 

１．変更の理由 
（１） 持株会社体制におけるグループ全体の企業価値を目的とした多角的な事業展開を図るた

め、事業目的を拡充するものであります。（変更案第２条） 

（２） 「会社法」（平成１７年法律第８６号）及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律」（平成１７年法律第８７号。以下「整備法」という。）が平成１８年５月１日

に施行されたことに伴い、「会社法」及び「整備法」に基づき、本会社現行定款につき、

次のとおり所要の変更を行うものであります。 

① 会社法施行時に定款に定めがあるとみなされている内容につき、その内容を反映す

る規定の新設又は変更を行うものであります。（変更案第４条、第７条及び第１１条

第１項） 

② 機動的な資本政策を可能にするため、会社法第４５９条第２項の要件を充たされな

い場合であっても取締役会決議により自己株式の取得を可能とするため、規定の変

更を行うものであります。（変更案第８条） 

③ 単元未満株式について、行使することができる権利を規定するものであります。（変

更案第１０条） 

④ 定款に定めを設けることにより、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結

計算書類に記載等すべき情報を会社法施行規則及び会社計算規則の定めに従ってイ

ンターネットで開示することにより、株主様に提供したものとみなすことが可能と

なったことから、株主様への情報提供方法の多様化を図るため、規定の新設を行う
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ものであります。（変更案第１７条） 

⑤ 株主総会において議決権の代理行使を行う代理人の員数を定めるものであります。

（変更案第１９条） 

⑥ 取締役会を機動的に運営するために、書面又は電磁的記録によりその承認を行うこ

とができるよう定めるものであります。（変更案第２５条） 

⑦ 社外監査役がその役割を十分に発揮させることにより、当社のコーポレート・ガバ

ナンスを強化するため、社外監査役との間で責任限定契約を締結することを可能と

するための規定の新設を行うものであります。（変更案第３５条第２項） 

⑧ 上記のほか、会社法に基づく株式会社として必要な規定の加除・修正及び移設など、

全般に亘って所要の変更を行うものであります。 

（３） 社外取締役がその役割を十分に発揮させることにより、当社のコーポレート・ガバナン
スを強化するため、社外取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため
の規定の新設を行うものであります。なお、第２８条２項の新設につきましては、各監
査役の同意を得ております。（変更案第２８条第２項） 

 

２．変更の内容 
変更の内容は別紙の通りであります。 

 
３．日程 

定款変更のための株主総会開催日    平成１８年１２月２０日 
定款変更の効力発生日         平成１８年１２月２０日 

 
以上 
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別紙 
(下線は変更部分) 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 第１章 総則 

  

（商号） （商号） 

第１条 会社は、株式会社夢真ホールディ

ングスと称し、英文では、ＹＵＭ

ＥＳＨＩＮ ＨＯＬＤＩＮＧＳ

ＣＯ．，ＬＴＤ．と表示する。 

第１条 当会社は、株式会社夢真ホールデ

ィングスと称し、英文では、ＹＵ

ＭＥＳＨＩＮ ＨＯＬＤＩＮＧＳ

ＣＯ．，ＬＴＤ．と表示する。 

  

（目的） （目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

第２条 （現行どおり） 

１． 有価証券の保有、売買、投資なら

びに運用業務 

１． （現行どおり） 

２． 資産運用および管理にかかわるコ

ンサルティング業務 

２． （現行どおり） 

３． 関係会社および関連各種企業に対

する経営指導および業務受託 

３． （現行どおり） 

４． 金銭の貸付、その代理および賃借

の媒介ならびに保証 

４． （現行どおり） 

５． 特許権、商標権、実用新案権、意

匠権および著作権の取得、貸与な

らびに売買 

５． （現行どおり） 

６． 不動産の賃貸、売買、管理並びに

土地造成販売 

６． （現行どおり） 

７． 生命保険の募集、加入見込者の紹

介及び集金業務 

７． （現行どおり） 

８． 有価証券指数等先物取引、有価証

券オプション取引、外国市場証券

先物取引及び有価証券店頭デリパ

ティブ取引 

８． （現行どおり） 
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９． 有価証券の売買等の媒介、取次及

び代理並びに有価証券市場（外国

市場を含む）における有価証券の

売買等の委託の媒介、取次及び代

理 

９． （現行どおり） 

１０． 有価証券の引受け、募集及び売出

しその他証券業に関する業務 

１０． （現行どおり） 

１１． 有価証券の私募の取扱い １１． （現行どおり） 
１２． 有価証券に関する保護預り、貸借

その他の証券業に付随する業務 

１２． （現行どおり） 

１３． 有価証券に関する常任代理業務 １３． （現行どおり） 
１４． 外国為替及び外国貿易法における

外国為替取引等に係る通貨及び金

融商品の売買並びに売買取引の受

託、仲介並びに代理、取次業務 

１４． （現行どおり） 

１５． 株式事務の取次、株式投資業務 １５． （現行どおり） 
１６． 公社債の払込金の受入れ及び元利

金支払の代理業務 

１６． （現行どおり） 

１７． 保護預り有価証券を担保とする金

銭貸付 

１７． （現行どおり） 

１８． 前各号に掲げる業務以外の証券取

引法による証券業 

１８． （現行どおり） 

１９． 信託業務 １９． （現行どおり） 
２０． 有価証券に関連する情報の提供又

は助言 

２０． （現行どおり） 

２１． 投資コンサルタント業 ２１． （現行どおり） 
２２． 建築設計事務所の経営及び建設コ

ンサルタント業 

２２． （現行どおり） 

２３． 住宅検査業 ２３． （現行どおり） 
２４． 新築及び引渡し済住宅の監視業務 ２４． （現行どおり） 
２５． 不動産に関するコンサルタント業

務 

２５． （現行どおり） 

２６． 清掃請負及びビルメンテナンス業 ２６． （現行どおり） 
２７． 地盤調査業及び地質調査業 ２７． （現行どおり） 
２８． 労働者派遣業 ２８． （現行どおり） 
２９． 有料職業紹介業 ２９． （現行どおり） 
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３０． 労務コンサルタント業務 ３０． （現行どおり） 
３１． 経営コンサルタント業務 ３１． （現行どおり） 
３２． 損害保険代理店業務 ３２． （現行どおり） 
３３． 製本業、出版業、写真プリント業

版下写真植字業及び編集代行業務 

３３． （現行どおり） 

３４． 広告業 ３４． （現行どおり） 
３５． 電気工事 ３５． （現行どおり） 
３６． 電気通信工事 ３６． （現行どおり） 
３７． ケーブルテレビ工事 ３７． （現行どおり） 
３８． 各種建築設計及び建築積算事務 ３８． （現行どおり） 
３９． 各種土木設計及び土木積算事務 ３９． （現行どおり） 
４０． 土木建築工事業 ４０． （現行どおり） 
４１． 内装工事業 ４１． （現行どおり） 
４２． 塗装工事業 ４２． （現行どおり） 
４３． 機械器具設置工事 ４３． （現行どおり） 
４４． ビル、住宅用設備機器の販売及び

取付工事 

４４． （現行どおり） 

４５． 空気調和設備の設計、施工及び保

全 

４５． （現行どおり） 

４６． 給排水、衛生設備の設計、施工及

び保全 

４６． （現行どおり） 

４７． 室内装飾の設計及び施工 ４７． （現行どおり） 
４８． 人工降雪設備の設計、監督、施工

請負、修理並びに保守 

４８． （現行どおり） 

４９． 野菜予冷設備の設計、監督、施工

請負、修理並びに保守 

４９． （現行どおり） 

５０． ビールその他の酒類の製造設備の

設計、監督、施工請負、修理並び

に保守 

５０． （現行どおり） 

５１． 消防設備の設計、施工及び保全 ５１． （現行どおり） 
５２． 水処理プラント及び焼却プラント

等の運転維持管理業務 

５２． （現行どおり） 

５３． 水処理プラント及び焼却プラント

等の設計施工並びに修繕補修改造

工事 

５３． （現行どおり） 
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５４． 工事用電気機器、水処理プラント

用ポンプ、空気圧縮機、送風機、

工業薬品の販売 

５４． （現行どおり） 

５５． 建築資材、住宅設備機器、室内装

飾品の設計、製作、施工、販売並

びに輸出入 

５５． （現行どおり） 

５６． 日用品・雑貨の輸出・輸入及び販

売業務 

５６． （現行どおり） 

５７． コンピュータ、事務用機器、医療

機器、電気機器、ガス機器、音響

機器、厨房機器、製版機器、車輌

及び運搬具、飲食店用設備及び什

器、家具等の賃貸、リース、売買

及び保守管理 

５７． （現行どおり） 

５８． 販売促進に関する情報・資料の収

集・企画及び販売並びにコンサル

タント業務 

５８． （現行どおり） 

５９． コンピューターのソフトウエアの

開発及び販売業務 

５９． （現行どおり） 

６０． コンピューター及び周辺機器の製

造、販売 

６０． （現行どおり） 

６１． パソコンネットワークの企画・開

発・運用及び販売事業 

６１． （現行どおり） 

６２． 通信事業者に関する販売企画・営

業支援・工事請負業務 

６２． （現行どおり） 

６３． 情報処理サービス業 ６３． （現行どおり） 
６４． 教育に関するカリキュラム・教材

の作成、販売 

６４． （現行どおり） 

６５． 就職相談及び各種講演会・講習会

の企画運営 

６５． （現行どおり） 

６６． セミナーの企画運営 ６６． （現行どおり） 
６７． 産業廃棄物の収集運搬業務 ６７． （現行どおり） 
６８． 大気水質等の分析業務並びに配管

等の洗浄業務 

６８． （現行どおり） 

６９． 会社・個人の信用調査 ６９． （現行どおり） 
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７０． 翻訳業 ７０． （現行どおり） 
 （新設） ７１． 土木建設請負業

 （新設） ７２． 土木、建設工事の調査、企画、設

計、監理、及びコンサルティング

業務の受託

 （新設） ７３． 建築用資材、機器及び機械装置の

販売及び賃貸

 （新設） ７４． 建物の建築、販売

 （新設） ７５． 造園、園芸及び植樹に関する事業

 （新設） ７６． 建物及び設備の保守管理の受託、

並びに保安警備の受託

 （新設） ７７． 製材並びに木材加工業

 （新設） ７８． 工業所有権、ノウハウ、コンピュ

ータを利用した各種ソフトウェア

の企画開発、取得、賃貸及び販売

並びに情報サービス

 （新設） ７９． スポーツ施設、健康トレーニング

施設、教育施設、ホテルその他の

宿泊施設、飲食店等の経営

 （新設） ８０． 住宅地商業用地の造成・開発及び

分譲

 （新設） ８１． 住宅の建設及び販売

 （新設） ８２． 不動産鑑定業務

 （新設） ８３． 不動産及び不動産証券化商品に関

する投資顧問業務

 （新設） ８４． ビル及び住宅用機器・厨房用機器、

内装用資材の販売・賃貸並びに仲

介

 （新設） ８５． 投資事業組合財産、投資事業有限

責任組合財産の運用及び管理、並

びに投資事業組合、投資事業有限

責任組合への出資

 （新設） ８６． 企業再生に関する一切の業務

 （新設） ８７． 不動産のリートの設定、運用及び

販売に関する一切の業務
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 （新設） ８８． 経営一般に関するコンサルティン

グ業務

 （新設） ８９． 会社の合併及び技術、販売、製造

等の提携の斡旋

 （新設） ９０． 投資顧問業

 （新設） ９１． 損害保険の募集に関する業務

 （新設） ９２． 金銭貸付業

 （新設） ９３． 企業の合併、提携、営業権の譲渡

等の調査、企画及びそれらの斡旋、

仲介及びコンサルタント業務

７１． 前各号に付帯もしくは関連する一

切の業務 

９４． （現行どおり） 

    

（本店の所在地） （本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都文京区に

置く。 

第３条 （現行どおり） 

   

  （機関）

 （新設） 第４条 当会社は、株主総会及び取締役の

ほか、次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査役 

（３）監査役会 

（４）会計監査人

  

（公告の方法） （公告方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告の方法

により行うものとする。ただし、

電子公告をすることができないや

むを得ない事由が生じたときは、

日本経済新聞に掲載して行う。 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告と

する。ただし、事故その他をやむ

を得ない事由によって電子公告に

よる公告をすることができない場

合は、日本経済新聞に掲載して行

う。 
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第２章 株式 第２章 株式 

  

（発行する株式の総数） （発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行する株式の総数は、

１６０，０００，０００株とする。

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１

６０，０００，０００株とする。

   

  （株券の発行）

 （新設） 第７条 当会社は、株式に係る株券を発行

する。

  

（自己株式の取得） （自己の株式の取得） 

第６条 当会社は、商法２１１条ノ第３第

１項第２号の規定により取締役会

の決議をもって自己株式を買受け

ることができる。

第８条 当会社は、会社法第１６５条第２

項の規定により、取締役会の決議

によって市場取引等により、自己

の株式を取得することができる。

    

（１単元の株式数） （単元株式数） 

第７条 当会社の１単元の株式数は、１,０

００株とする。 

第９条 当会社の単元株式数は、１,０００

株とする。 

（２） 当会社は、１単元に満たない株式

数を表示した株券は発行しない。 

（２） 当会社は、単元株式数に満たない

数の株式（以下、「単元未満株式」

という。）に係る株券を発行しな

い。 
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  （単元未満株式についての権利）

 （新設） 第１０条 当会社の株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、その有する単元未

満株式について、次に掲げる権利

以外の権利を行使することができ

ない。

  （１） 会社法第１８９条第２項各号に掲

げる権利

  （２） 会社法第１６６条第１項の規定に

よる請求をする権利

  （３） 株主の有する株式数に応じて募集

株式の割当て及び募集新株予約権

の割当てを受ける権利

  

（名義書換代理人） （株主名簿管理人）

第８条 当会社は、株式につき名義書換代

理人を置く。 

第１１条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

（２） 名義書換代理人及びその事務取扱

場所は、取締役会の決議により選

定する。

（２） 株主名簿管理人及びその事務取扱

場所は、取締役会の決議により定

める。

（３） 当会社は、株主名簿及び実質株主

名簿並びに株券喪失登録簿は、名

義書換代理人の事務取扱場所に備

え置き、株式の名義書換、実質株

主通知の受理、質権の登録、信託

財産の表示、株券の交付、届出の

受理、単元未満株式の買取請求の

取扱等株式に関する事務は、名義

書換代理人に取扱わせ、当会社に

おいては、これを取扱わない。 

（３） 当会社は、株主名簿（実質株主名

簿を含む。以下同じ。）、新株予約

権原簿及び株券喪失登録簿の作成

並びに備え置き、その他の株主名

簿、新株予約権原簿及び株券喪失

登録簿に関する事務は、これを株

主名簿管理人に委託し、当会社に

おいては取り扱わない。 
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（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

第９条 当会社の発行する株券の種類並び

に株式の名義書換、実質株主通知

の受理、単元未満株式の買取請求

の取扱、その他株式に関する手続

き及び手数料は、取締役会の定め

る株式取扱規程による。 

第１２条 当会社の株式に関する取扱い及び

手数料は、法令または本定款のほ

か、取締役会において定める株式

取扱規程による。 

  

（基準日）  

第１０条 当会社は、毎年９月３０日の最終

の株主名簿に記載又は記録された

株主（実質株主名簿に記載または

記録され実質株主含む。以下同じ）

をもって、その決算期に関する定

時株主総会おいて権利を行使すべ

き株主とする。

 （削除） 

（２） 前項ほか必要ある場合は、取締役

会の決議により、あらかじめ公告

して、一定の日の最終の株主名簿

に記載又は記録された株主若しく

は登録質権者をもってその権利を

行使すべき株主又は登録質権者と

することができる。

  

  

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

  

（招集） （招集） 

第１１条 当会社の定時株主総会は、営業年

度末日の翌日から３か月以内に招

集し、臨時株主総会は、必要に応

じて招集する。 

第１３条 当会社の定時株主総会は、毎年１

２月に招集し、臨時株主総会は、必

要あるときに随時招集する。 

   

  （招集地）

 （新設） 第１４条 当会社の株主総会は、東京都区内

で開催する。
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  （定時株主総会の基準日）

 （新設） 第１５条 当会社は、毎年９月３０日の最終

の株主名簿に記載または記録され

た議決権を有する株主をもって、

その事業年度に関する定時株主総

会において権利を行使することが

できる株主とする。

   

（招集権者及び議長） （招集権者及び議長） 

第１２条 株主総会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、取締役会の決議

により、取締役社長がこれを招集

し、その議長となる。取締役社長

に事故あるときは、あらかじめ取

締役会の定める順序により、他の

取締役がこれに代わる。 

第１６条 （現行どおり） 

   

  （株主総会参考書類等のインターネット開示と

みなし提供）

 （新設） 第１７条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計

算書類および連結計算書類に記載

または表示すべき事項に係る情報

を、法務省令に定めるところに従

いインターネットを利用する方法

で開示することにより、株主に対

して提供したものとみなすことが

できる。
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（決議の方法） （決議の方法） 

第１３条 株主総会の決議は、法令又は定款

に別段の定めがある場合を除き、

出席した株主の議決権の過半数を

もって決する。

第１８条 株主総会の決議は、法令又は定款

に別段の定めがある場合を除き、

出席した議決権を行使することが

できる株主の議決権の過半数もっ

て行う。

（２） 商法第３４３条に定める特別決議

は、総株主数の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上をもってこ

れを行う。 

（２） 会社法第３０９条第２項に定める

決議は、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもって行

う。 

    

（議決権の代理行使） （議決権の代理行使） 

第１４条 株主は、当会社の議決権を有する

他の株主を代理人としてその議決

権を行使するこができる。この場

合、株主又は代理人は代理権を証

する書面を当会社に提出しなけれ

ばならない。 

第１９条 株主は、当会社の議決権を有する

他の株主１名を代理人として、そ

の議決権を行使することができ

る。この場合、株主又は代理人は

代理権を証明する書面を当会社に

提出しなければならない。 

  

（議事録）  

第１５条 株主総会の議事の経過の要領及び

その結果は、これを議事録に記載

又は記録し、議長並びに出席した

取締役が記名捺印又は電子署名を

行う。

 （削除） 

  

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 

  

（員数） （員数） 

第１６条 当会社の取締役は１５名以内を置

く。 

第２０条 （現行どおり） 
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（選任） （選任方法） 

第１７条 取締役は株主総会において選任す

る。 

第２１条 （現行どおり） 

（２） 取締役の選任決議は総株主の議決

権の３分１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもっ

てする。

（２） 取締役の選任決議は議決権を行使

することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって

行う。

（３） 取締役の選任については、累積投

票によらない。 

（３） （現行どおり） 

  

（取締役の任期） （任期） 

第１８条 取締役の任期は、就任後１年以内

の最終の決算期に関する定時株主

総会の終結の時までとする。 

第２２条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結

の時までとする。 

（２） 任期満了前に退任した取締役の補

欠として、又は増員により選任さ

れた取締役の任期は、他の在任取

締役の任期の満了すべき時までと

する。 

（２） 補欠又は増員として選任された取

締役の任期は他の在任取締役の任

期満了の時までとする。 

    

（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役） 

第１９条 当会社は、取締役会の決議により、

代表取締役を選任する。

第２３条 取締役会は、その決議によって代

表取締役を選定する。

（２） 代表取締役は、会社を代表し、取

締役会の決議に基づき、会社の業

務を執行する。 

（２） （現行どおり） 

（３） 取締役会は、その決議により取締

役社長を１名選任し、必要に応じ、

取締役会長１名、取締役副社長、

専務取締役及び常務取締役各若干

名を選任することができる。 

（３） 取締役会は、その決議により取締

役社長を１名選定し、必要に応じ、

取締役会長１名、取締役副社長、

専務取締役及び常務取締役各若干

名を選定することができる。 
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（取締役会の招集及び議長）  

第２０条 取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、取締役社長がこ

れを招集し、その議長となる。取

締役社長に事故あるときは、あら

かじめ取締役会の定める順序によ

り、他の取締役がこれに代わる。 

 （削除） 

   

  （取締役会）

 （新設） 第２４条 取締役会は、法令に別段の定めあ

る場合を除き、取締役社長がこれ

を招集し、議長となる。取締役社

長に事故あるときは、取締役会に

おいてあらかじめ定めた順序によ

り、他の取締役がこれに代わる。

  （２） 取締役会招集の通知は、各取締役

及び各監査役に対し、会日の３日

前までに発する。ただし、緊急の

ときはこの期間を短縮することが

できる。

   
 （取締役会の決議の省略）

 （新設） 第２５条 取締役が取締役会の決議の目的事

項について提案した場合、当該事

項の議決に加わることのできる取

締役全員が書面または電磁的記録

により同意の意思表示をし、監査

役が異議を述べないときは、取締

役会の承認決議があったものとみ

なす。

   
（取締役会規程） （取締役会規程） 
第２１条 取締役会に関する事項は、法令又

は本定款に定めるもののほか、取

締役会において定める取締役会規

程による。 

第２６条 取締役会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、取締役会におい

て定める取締役会規程による。 
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（報酬及び退職慰労金） （報酬等） 

第２２条 取締役の報酬及び退職慰労金は、

株主総会の決議をもってこれを定

める。 

第２７条 取締役の報酬、賞与その他の職務

執行の対価として当会社から受け

る財産上利益（以下、「報酬等」と

いう。）は、株主総会の決議をもっ

てこれを定める。 

  

（取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 

第２２条の２ 当会社は、取締役会の決議をも

って、商法第２６６条第１項第

５号の行為に関する取締役（取

締役であった者を含む。）の責

任を法令が定める範囲で免除

することができる。 

第２８条 当会社は、会社法第４２６条第１

項の規程により、任務の怠ったこ

とによる取締役（取締役であった

者を含む。）の損害賠償責任を、法

令の限度において、取締役会決議

によって免除することができる。

 （新設） （２） 当会社は、社外取締役との間で、

会社法第４２３条第１項の賠償責

任について法令で定める要件に該

当する場合には、賠償責任を限定

する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく賠

償責任の限度額は法令の定める最

低責任限度額とする。

    

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会 

  

（員数） （員数） 

第２３条 当会社の監査役は５名以内を置

く。 

第２９条 （現行どおり） 
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（選任） （選任） 

第２４条 監査役は株主総会において選任す

る。 

第３０条 （現行どおり） 

（２） 監査役の選任決議は、総株主の議

決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数を

もってする。

（２） 監査役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。

  

（監査役の任期） （監査役の任期） 

第２５条 監査役の任期は就任後４年内の最

終の決算期に関する定時株主総会

の終結の時までとする。 

第３１条 監査役の任期は、選任後４年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結

の時までとする。 

（２） 補欠のため選任された監査役の任

期は、退任した監査役の残任期間

とする。 

（２） 任期の満了前に退任した監査役の

補欠として選任された監査役の任

期は、退任した監査役の任期の満

了する時までとする。 

  

（常勤監査役） （常勤監査役） 

第２６条 監査役はその互選により常勤監査

役若干名を定める。

第３２条 監査役会は、その決議によって常

勤の監査役を選定する。

  

（監査役会） （監査役会） 

第２７条 監査役会の招集の通知は、各監査

役に対し会日の３日前までに発す

る。但し、緊急のときはこの期間

を短縮することができる。 

第３３条 （現行どおり） 

（２） 監査役会の運営その他に関する事

項については、監査役会の定める

監査役会規程による。 

  

  

（報酬及び退職慰労金） （報酬等） 

第２８条 監査役の報酬及び退職慰労金は、

株主総会の決議をもってこれを定

める。 

第３４条 監査役の報酬等は、株主総会の決

議によって定める。 
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（監査役の責任免除） （監査役の責任免除） 

第２８条の２ 当会社は、取締役会の決議をも

って、監査役（監査役であった

者を含む。）の責任を法令が定

める範囲で免除することがで

きる。 

第３５条 当会社は、会社法第４２６条第１

項の規定により、任務を怠ったこ

とによる監査役（監査役であった

者を含む。）の損害賠償責任を、法

令の限度において取締役会の決議

によって免除することができる。

 （新設） （２） 当会社は、社外監査役との間で、

会社法第４２３条第１項の賠償責

任について法令で定める要件に該

当する場合には、賠償責任を限定

する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく賠

償責任の限度額は法令の定める最

低責任限度額とする。

    

第６章 計算 第６章 計算 

  

（営業年度） （事業年度） 

第２９条 当会社の営業年度は、毎年１０月

１日から翌年９月３０日までと

し、毎営業年度末に決算を行う。

第３６条 当会社の事業年度は、毎年１０月

１日から翌年９月３０日までの 1

年とする。

  

（利益配当金） （剰余金の配当の基準日） 

第３０条 利益配当金は、毎営業年度末日現

在における株主名簿に記載又は記

録された株主若しくは登録質権者

に対して支払う。

第３７条 当会社の期末配当の基準日は、毎

年９月３０日とする。

  

（中間配当金） （中間配当） 

第３１条 取締役会の決議により、毎年３月

３１日現在の株主名簿に記載又は

記録された株主若しくは登録質権

者に対し、商法第２９３条ノ５の

規定による金銭の分配（中間配当

金という。）を行うことができる。

第３８条 当会社は、取締役会の決議によっ

て、毎年３月３１日を基準日とし

て中間配当をすることができる。
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（利益配当金の除斥機関） （配当金の除斥機関） 

第３２条 利益配当金及び中間配当金が支払

開始の日から満３年を経過しても

なお受領されないときは、当会社

はその支払の義務を免れる。 

第３９条 配当財産が金銭である場合は、そ

の支払開始の日から満３年を経過

してもなお受領されないときは、

当会社はその支払義務を免れる。

（２） 未払いの利益配当金には利息をつ

けない。

（削除） 
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	（目的）
	（目的）
	第２条
	当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
	第２条
	（現行どおり）
	１．
	有価証券の保有、売買、投資ならびに運用業務
	１．
	２．
	資産運用および管理にかかわるコンサルティング業務
	２．
	３．
	関係会社および関連各種企業に対する経営指導および業務受託
	３．
	４．
	金銭の貸付、その代理および賃借の媒介ならびに保証
	４．
	５．
	特許権、商標権、実用新案権、意匠権および著作権の取得、貸与ならびに売買
	５．
	６．
	不動産の賃貸、売買、管理並びに土地造成販売
	６．
	７．
	生命保険の募集、加入見込者の紹介及び集金業務
	７．
	８．
	有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引及び有価証券店頭デリパティブ取引
	８．
	９．
	有価証券の売買等の媒介、取次及び代理並びに有価証券市場（外国市場を含む）における有価証券の売買等の委託の媒介、取次及び代
	９．
	１０．
	有価証券の引受け、募集及び売出しその他証券業に関する業務
	１０．
	１１．
	有価証券の私募の取扱い
	１１．
	１２．
	有価証券に関する保護預り、貸借その他の証券業に付随する業務
	１２．
	１３．
	有価証券に関する常任代理業務
	１３．
	１４．
	外国為替及び外国貿易法における外国為替取引等に係る通貨及び金融商品の売買並びに売買取引の受託、仲介並びに代理、取次業務
	１４．
	１５．
	株式事務の取次、株式投資業務
	１５．
	１６．
	公社債の払込金の受入れ及び元利金支払の代理業務
	１６．
	１７．
	保護預り有価証券を担保とする金銭貸付
	１７．
	１８．
	前各号に掲げる業務以外の証券取引法による証券業
	１８．
	１９．
	信託業務
	１９．
	２０．
	有価証券に関連する情報の提供又は助言
	２０．
	２１．
	投資コンサルタント業
	２１．
	２２．
	建築設計事務所の経営及び建設コンサルタント業
	２２．
	２３．
	住宅検査業
	２３．
	２４．
	新築及び引渡し済住宅の監視業務
	２４．
	２５．
	不動産に関するコンサルタント業務
	２５．
	２６．
	清掃請負及びビルメンテナンス業
	２６．
	２７．
	地盤調査業及び地質調査業
	２７．
	２８．
	労働者派遣業
	２８．
	２９．
	有料職業紹介業
	２９．
	３０．
	労務コンサルタント業務
	３０．
	３１．
	経営コンサルタント業務
	３１．
	３２．
	損害保険代理店業務
	３２．
	３３．
	製本業、出版業、写真プリント業版下写真植字業及び編集代行業務
	３３．
	３４．
	広告業
	３４．
	３５．
	電気工事
	３５．
	３６．
	電気通信工事
	３６．
	３７．
	ケーブルテレビ工事
	３７．
	３８．
	各種建築設計及び建築積算事務
	３８．
	３９．
	各種土木設計及び土木積算事務
	３９．
	４０．
	土木建築工事業
	４０．
	４１．
	内装工事業
	４１．
	４２．
	塗装工事業
	４２．
	４３．
	機械器具設置工事
	４３．
	４４．
	ビル、住宅用設備機器の販売及び取付工事
	４４．
	４５．
	空気調和設備の設計、施工及び保全
	４５．
	４６．
	給排水、衛生設備の設計、施工及び保全
	４６．
	４７．
	室内装飾の設計及び施工
	４７．
	４８．
	人工降雪設備の設計、監督、施工請負、修理並びに保守
	４８．
	４９．
	野菜予冷設備の設計、監督、施工請負、修理並びに保守
	４９．
	５０．
	ビールその他の酒類の製造設備の設計、監督、施工請負、修理並びに保守
	５０．
	５１．
	消防設備の設計、施工及び保全
	５１．
	５２．
	水処理プラント及び焼却プラント等の運転維持管理業務
	５２．
	５３．
	水処理プラント及び焼却プラント等の設計施工並びに修繕補修改造工事
	５３．
	５４．
	工事用電気機器、水処理プラント用ポンプ、空気圧縮機、送風機、工業薬品の販売
	５４．
	５５．
	建築資材、住宅設備機器、室内装飾品の設計、製作、施工、販売並びに輸出入
	５５．
	５６．
	日用品・雑貨の輸出・輸入及び販売業務
	５６．
	５７．
	コンピュータ、事務用機器、医療機器、電気機器、ガス機器、音響機器、厨房機器、製版機器、車輌及び運搬具、飲食店用設備及び什
	５７．
	５８．
	販売促進に関する情報・資料の収集・企画及び販売並びにコンサルタント業務
	５８．
	５９．
	コンピューターのソフトウエアの開発及び販売業務
	５９．
	６０．
	コンピューター及び周辺機器の製造、販売
	６０．
	６１．
	パソコンネットワークの企画・開発・運用及び販売事業
	６１．
	６２．
	通信事業者に関する販売企画・営業支援・工事請負業務
	６２．
	６３．
	情報処理サービス業
	６３．
	６４．
	教育に関するカリキュラム・教材の作成、販売
	６４．
	６５．
	就職相談及び各種講演会・講習会の企画運営
	６５．
	６６．
	セミナーの企画運営
	６６．
	６７．
	産業廃棄物の収集運搬業務
	６７．
	６８．
	大気水質等の分析業務並びに配管等の洗浄業務
	６８．
	６９．
	会社・個人の信用調査
	６９．
	７０．
	翻訳業
	７０．
	（新設）
	７１．
	土木建設請負業
	（新設）
	７２．
	土木、建設工事の調査、企画、設計、監理、及びコンサルティング業務の受託
	（新設）
	７３．
	建築用資材、機器及び機械装置の販売及び賃貸
	（新設）
	７４．
	建物の建築、販売
	（新設）
	７５．
	造園、園芸及び植樹に関する事業
	（新設）
	７６．
	建物及び設備の保守管理の受託、並びに保安警備の受託
	（新設）
	７７．
	製材並びに木材加工業
	（新設）
	７８．
	工業所有権、ノウハウ、コンピュータを利用した各種ソフトウェアの企画開発、取得、賃貸及び販売並びに情報サービス
	（新設）
	７９．
	スポーツ施設、健康トレーニング施設、教育施設、ホテルその他の宿泊施設、飲食店等の経営
	（新設）
	８０．
	住宅地商業用地の造成・開発及び分譲
	（新設）
	８１．
	住宅の建設及び販売
	（新設）
	８２．
	不動産鑑定業務
	（新設）
	８３．
	不動産及び不動産証券化商品に関する投資顧問業務
	（新設）
	８４．
	ビル及び住宅用機器・厨房用機器、内装用資材の販売・賃貸並びに仲介
	（新設）
	８５．
	投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産の運用及び管理、並びに投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資
	（新設）
	８６．
	企業再生に関する一切の業務
	（新設）
	８７．
	不動産のリートの設定、運用及び販売に関する一切の業務
	（新設）
	８８．
	経営一般に関するコンサルティング業務
	（新設）
	８９．
	会社の合併及び技術、販売、製造等の提携の斡旋
	（新設）
	９０．
	投資顧問業
	（新設）
	９１．
	損害保険の募集に関する業務
	（新設）
	９２．
	金銭貸付業
	（新設）
	９３．
	企業の合併、提携、営業権の譲渡等の調査、企画及びそれらの斡旋、仲介及びコンサルタント業務
	７１．
	前各号に付帯もしくは関連する一切の業務
	９４．
	（現行どおり）
	（本店の所在地）
	（本店の所在地）
	第３条
	当会社は、本店を東京都文京区に置く。
	第３条
	（現行どおり）
	（機関）
	（新設）
	第４条
	当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。�（１）取締役会�（２）監査役�（３）監査役会�（４）会計監査人
	（公告の方法）
	（公告方法）
	第４条
	当会社の公告は、電子公告の方法により行うものとする。ただし、電子公告をすることができないやむを得ない事由が生じたときは、
	第５条
	当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他をやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場
	第２章　株式
	第２章　株式
	（発行する株式の総数）
	（発行可能株式総数）
	第５条
	当会社の発行する株式の総数は、１６０，０００，０００株とする。
	第６条
	当会社の発行可能株式総数は、１６０，０００，０００株とする。
	（株券の発行）
	（新設）
	第７条
	当会社は、株式に係る株券を発行する。
	（自己株式の取得）
	（自己の株式の取得）
	第６条
	当会社は、商法２１１条ノ第３第１項第２号の規定により取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。
	第８条
	当会社は、会社法第１６５条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる。
	（１単元の株式数）
	（単元株式数）
	第７条
	当会社の１単元の株式数は、１,０００株とする。
	第９条
	当会社の単元株式数は、１,０００株とする。
	（２）
	当会社は、１単元に満たない株式数を表示した株券は発行しない。
	（２）
	当会社は、単元株式数に満たない数の株式（以下、「単元未満株式」という。）に係る株券を発行しない。
	（単元未満株式についての権利）
	（新設）
	第１０条
	当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することがで
	（１）
	会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利
	（２）
	会社法第１６６条第１項の規定による請求をする権利
	（３）
	株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
	（名義書換代理人）
	（株主名簿管理人）
	第８条
	当会社は、株式につき名義書換代理人を置く。
	第１１条
	当会社は、株主名簿管理人を置く。
	（２）
	名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定する。
	（２）
	株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定める。
	（３）
	当会社は、株主名簿及び実質株主名簿並びに株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、実質株
	（３）
	当会社は、株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備え置き、その他の株主
	（株式取扱規程）
	（株式取扱規程）
	第９条
	当会社の発行する株券の種類並びに株式の名義書換、実質株主通知の受理、単元未満株式の買取請求の取扱、その他株式に関する手続
	第１２条
	当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
	（基準日）
	第１０条
	当会社は、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主（実質株主名簿に記載または記録され実質株主含む。以下同じ
	（削除）
	（２）
	前項ほか必要ある場合は、取締役会の決議により、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しく
	第３章　株主総会
	第３章　株主総会
	（招集）
	（招集）
	第１１条
	当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
	第１３条
	当会社の定時株主総会は、毎年１２月に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時招集する。
	（招集地）
	（新設）
	第１４条
	当会社の株主総会は、東京都区内で開催する。
	（定時株主総会の基準日）
	（新設）
	第１５条
	当会社は、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総
	（招集権者及び議長）
	（招集権者及び議長）
	第１２条
	株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長
	第１６条
	（現行どおり）
	（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
	（新設）
	第１７条
	当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情
	（決議の方法）
	（決議の方法）
	第１３条
	株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
	第１８条
	株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数もっ
	（２）
	商法第３４３条に定める特別決議は、総株主数の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこ
	（２）
	会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議
	（議決権の代理行使）
	（議決権の代理行使）
	第１４条
	株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人としてその議決権を行使するこができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証
	第１９条
	株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は代
	（議事録）
	第１５条
	株主総会の議事の経過の要領及びその結果は、これを議事録に記載又は記録し、議長並びに出席した取締役が記名捺印又は電子署名を
	（削除）
	第４章　取締役及び取締役会
	第４章　取締役及び取締役会
	（員数）
	（員数）
	第１６条
	当会社の取締役は１５名以内を置く。
	第２０条
	（現行どおり）
	（選任）
	（選任方法）
	第１７条
	取締役は株主総会において選任する。
	第２１条
	（現行どおり）
	（２）
	取締役の選任決議は総株主の議決権の３分１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。
	（２）
	取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって
	（３）
	取締役の選任については、累積投票によらない。
	（３）
	（現行どおり）
	（取締役の任期）
	（任期）
	第１８条
	取締役の任期は、就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
	第２２条
	取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
	（２）
	任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までと
	（２）
	補欠又は増員として選任された取締役の任期は他の在任取締役の任期満了の時までとする。
	（代表取締役及び役付取締役）
	（代表取締役及び役付取締役）
	第１９条
	当会社は、取締役会の決議により、代表取締役を選任する。
	第２３条
	取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
	（２）
	代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に基づき、会社の業務を執行する。
	（２）
	（現行どおり）
	（３）
	取締役会は、その決議により取締役社長を１名選任し、必要に応じ、取締役会長１名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若
	（３）
	取締役会は、その決議により取締役社長を１名選定し、必要に応じ、取締役会長１名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若
	（取締役会の招集及び議長）
	第２０条
	取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、あら
	（削除）
	（取締役会）
	（新設）
	第２４条
	取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会に
	（２）
	（新設）
	第２５条
	（取締役会規程）
	第２１条
	取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
	第２６条
	（報酬及び退職慰労金）
	（報酬等）
	第２２条
	取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議をもってこれを定める。
	第２７条
	取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議を
	（取締役の責任免除）
	（取締役の責任免除）
	第２２条の２
	当会社は、取締役会の決議をもって、商法第２６６条第１項第５号の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令
	第２８条
	（新設）
	（２）
	当会社は、社外取締役との間で、会社法第４２３条第１項の賠償責任について法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定
	第５章　監査役及び監査役会
	第５章　監査役及び監査役会
	（員数）
	（員数）
	第２３条
	当会社の監査役は５名以内を置く。
	第２９条
	（現行どおり）
	（選任）
	（選任）
	第２４条
	監査役は株主総会において選任する。
	第３０条
	（現行どおり）
	（２）
	監査役の選任決議は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。
	（２）
	監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっ
	（監査役の任期）
	（監査役の任期）
	第２５条
	監査役の任期は就任後４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
	第３１条
	監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
	（２）
	補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。
	（２）
	任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
	（常勤監査役）
	（常勤監査役）
	第２６条
	監査役はその互選により常勤監査役若干名を定める。
	第３２条
	監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
	（監査役会）
	（監査役会）
	第２７条
	監査役会の招集の通知は、各監査役に対し会日の３日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
	第３３条
	（現行どおり）
	（２）
	監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。
	（報酬及び退職慰労金）
	（報酬等）
	第２８条
	監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議をもってこれを定める。
	第３４条
	監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
	（監査役の責任免除）
	（監査役の責任免除）
	第２８条の２
	当会社は、取締役会の決議をもって、監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令が定める範囲で免除することができる。
	第３５条
	当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、
	（新設）
	（２）
	当会社は、社外監査役との間で、会社法第４２３条第１項の賠償責任について法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定
	第６章　計算
	第６章　計算
	（営業年度）
	（事業年度）
	第２９条
	当会社の営業年度は、毎年１０月１日から翌年９月３０日までとし、毎営業年度末に決算を行う。
	第３６条
	当会社の事業年度は、毎年１０月１日から翌年９月３０日までの1年とする。
	（利益配当金）
	（剰余金の配当の基準日）
	第３０条
	利益配当金は、毎営業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録質権者に対して支払う。
	第３７条
	当会社の期末配当の基準日は、毎年９月３０日とする。
	（中間配当金）
	（中間配当）
	第３１条
	取締役会の決議により、毎年３月３１日現在の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録質権者に対し、商法第２９３条ノ５の
	第３８条
	当会社は、取締役会の決議によって、毎年３月３１日を基準日として中間配当をすることができる。
	（利益配当金の除斥機関）
	（配当金の除斥機関）
	第３２条
	利益配当金及び中間配当金が支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
	第３９条
	配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
	（２）
	未払いの利益配当金には利息をつけない。
	（削除）

